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はじめに 
 

社会福祉法人は、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業を行うことを目的に設立される

法人です。高齢者、児童、障害者など、多様な生活課題を有する方の生活を支えています。 

社会福祉法人サン・ビジョンは、社会福祉事業や福祉サービスの充実・向上に努めるだけ

でなく、“社会福祉法人の責務”として平成２８年から「地域における公益的な取組」を開

始しています。現在「生活困窮者相談支援事業」「就労支援事業」「子ども食堂」を主なも

のとして活動しています。 

 「生活困窮者相談支援事業」は、相談支援のほかに、経済的援助「原則ひとり１回限り

10万円を限度とし支給する（現物給付）」をケースによって行っています。「支給する」

ことができる点が強みであり、この支援ツールは公的機関にはないものです。関係機関から

様々な相談が寄せられています。制度につなぐことが最優先にはなりますが、どうしても制

度から漏れてしまう方もいます。本人、関係機関と一緒に考え、迅速かつ適切な相談支援と

ネットワークを活かし「本人の自立」に向けて支援をしています。 

 「就労支援事業」は、働くことに何らかの困難がある方に向けた就労支援を行う事業で

す。対象となる方は年齢を問わず、社会福祉法人サン・ビジョンへ何らかの興味・関心のあ

る方を対象としています。障害認定の有無とは関係なく一般就労では難しい何らかの課題を

抱えている方の受け入れも行っています。令和４年度は「名古屋市若者・企業リンクサポー

ト」からボランティア以上バイト未満の「お仕事チャレンジプロジェクト」や「岐阜市超短

時間ワーク応援センター」から「週 20時間勤務未満で働きたい障害者」の受け入れを行い

ました。本人にとって半歩でも進むきっかけになればと思いながら支援をしています。 

 「子ども食堂」は平成 30年度から「サンサン子ども食堂“なかよし”」と称して月に 1

回程度開催しています。令和 2年度からは新型コロナ禍の為、当初の予定がキャンセルに

なり、フードパントリー（食糧配布）と通常開催を使い分ける形を取りました。令和 4年

度からは徐々に食堂内で食べる子どもたちも増え活気が戻りつつあります。食堂内の飲食、

フードパントリー合計で毎回約 60名の子ども達が来てくれています。 

 本事業は 8年目を迎えました。「社会貢献事業」を支えているのは、行政を始めとした

関係機関の方々、当法人の施設長・従業員の方々です。ここに深く感謝申し上げます。 

今後も、支援体制の構築をすすめていき、地域の方々とともに、地域社会の変化や複雑・

多様化する生活課題に対応し、社会福祉法人としての役割を果たしていきます。 

 

社会福祉法人サン・ビジョン 

社会貢献事業推進委員会 
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
名古屋 0 0 1 1 16 20 21
春日井 7 4 9 6 6 11 17
江南 0 0 0 1 4 3 5
岐阜 0 0 0 0 0 6 4
その他 0 0 0 0 3 0 4
合計 7 4 10 8 29 40 51

年代 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
10 1 0 0 0 2 1 2
20 1 1 2 0 5 6 11
30 1 1 0 1 1 7 12
40 3 2 3 3 8 9 9
50 1 0 0 2 3 9 8
60 0 0 2 0 3 3 3
70 0 0 1 1 3 4 3
80 0 0 0 0 2 1 2
不明 0 0 2 1 2 0 1
合計 7 4 10 8 29 40 51

6　経済的支援の内訳(重複があるので、支援実績とは必ずしも一致しません）

令和4年度は20代、30代が全体の約半数を占めています。本来であれば、就労できる年齢で
はありますが、何らかの事情で働くことができず困窮に陥っていることが分かります。対象者
によっては、就労支援も併せて実施しています。

生活困窮者相談支援事業実績　平成28年度～令和4年度

1　【新規】相談件数の推移、居住地

2　【新規】相談者の年齢

　この事業は、制度の狭間で必要な支援を受けることができない方に対して、相談支援活動を
行うとともに必要に応じて経済的援助(原則、ひとり１回限り１０万円を限度とする現物給付）
を行い、その方が自立し安定した生活をできることを目的としています。

生活困窮者相談支援事業は法人の施設がある市町村にて実施しています。R4年度は名古屋市、
春日井市が大半を占めています。新型コロナによる影響かここ数年相談件数は増え、関係機関
への周知も進んでいると感じます。
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
生活困窮自立相談支援機関 6 4 3 7 4 20 17
生活保護窓口 0 0 1 0 0 0 1
他行政窓口 1 0 4 0 2 3 13
包括 0 0 1 1 4 3 2
医療機関 0 0 0 0 1 1 0
福祉施設 0 0 0 0 1 0 0
スクールソーシャルワーカー 0 0 1 1 8 6 0
子ども若者サポートステーション 0 0 0 0 3 2 4
障害就業・生活支援センター 0 0 0 0 2 1 0
リンクサポート 0 0 0 0 2 0 0
その他 0 0 1 1 2 4 14
合計 7 4 11 10 29 40 51

相談内容 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
収入・生活費のこと 19 5 3 18 52 67 77
仕事探し・就職のこと 1 0 0 0 18 32 24
住まいについて 5 1 6 1 25 13 32
病気や健康・障がいのこと 3 1 3 3 17 39 41
家賃やローンの支払いのこと 0 1 0 0 10 36 27
税金や公共料金の支払いについて 0 2 0 0 9 28 34
債務について 3 1 0 0 27 27 20
食べるものがない 5 10 2 2 42 71 68
子育てのこと 0 0 26 3 8 8 38
仕事上の不安やトラブル 17 2 21 16 2 9 24
DV・虐待 2 0 1 0 0 2 14
引きこもり・不登校 0 0 0 0 0 1 0
その他 0 7 1 0 4 26 66
合計 55 30 63 43 214 359 465

5　経済的支援（現物給付）実績
H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

回数 4 3 1 1 6 9 12
総額 57,209円 45,150円 9,167円 80,048円 194,270円 228,768円 303,865円

6　経済的支援の内訳(重複があるので、支援実績とは必ずしも一致しません）

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
食材費 1 3 1 1 4 2 0
光熱費 1 2 0 1 2 3 5
日用品費 2 1 0 0 1 1 1
成年後見申し立て費用 0 0 0 0 0 0 0
住居関係費 0 1 0 0 1 2 3
電話代 0 0 0 0 1 3 1
医療費 0 0 0 1 1 2 0
交通費 0 0 0 0 1 2 2
その他 1 0 0 1 0 0 0
合計 5 7 1 4 11 15 12

3　【新規】相談経路（関係機関の内訳）

4　【新規】相談の内容

相談の紹介経路については、「生活困窮者自立相談支援機関」「行政窓口」からの依頼が多くを占
めています。「その他」は、障害者就労移行支援事業所、本人、法人職員等になります。

相談内容の特徴については、 「収入・生活費（77件）」「食べるものがない（68件）」の順に
なっています。R3年度との比較では、「子育て」「住まい」「DV・虐待」が大きく増えていま
す。

経済的援助の内容では、「光熱費（5件）」「住居関係費（3件）」の順になっています。住まい
の退去、ライフラインの停止は生活が著しく苦しくなり、負のスパイラルに陥る可能性が高いので
優先的に支援しています。

※年々、実績は増えています。経済的支援だけでなく、関係団体等から寄付・提供いただいた食品
（米、お惣菜、缶詰等）も活用しています。令和4年度は延べ32件の食料支援を行っています。
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連携機関

経済的
援助

社会資源
の活用

対応

相談内容

【R4年4月8日　春日井市役所　子ども政策課からの紹介】
・本人、内縁の夫、４月中旬が出産予定日の赤ちゃん３人世帯。籍は近日入れる予定。本人は３月
初旬に切迫性早産で入院し4/20に退院。赤ちゃんは5/1に退院予定
・夫の4月の給与は約11万円。5月の給与は未定だが、病院付き添い等で十分に勤務できず金額は
少ないことが予想される。会社の指示で社会保険は未加入。電気、ガス、水道を滞納。4月下旬に
停止勧告される予定。
・コロナの生活福祉資金貸付は既に利用済み。このままだと、ライフラインが停止した状態で赤
ちゃんを迎え入れる可能性が高い。

【R4年4月14日　自宅を訪問し、状況を確認する】
・春日井市役所　子ども政策課職員と自宅を訪問。内縁の夫が対応。
・4/12に本人、赤ちゃんを出産。本人は4/20に退院、赤ちゃんは5/1に退院予定。
・社宅なので、家賃滞納はない。手持ちの現金は約１万円。お金がないので、赤ちゃん用品は全く
用意されていない。

【R4年4月27日　自宅を訪問し本人と面談。経済的支援を検討することに】
・現時点での所持金は約１千円。赤ちゃんに関する用品は依然全くない状態。
・電気ガスの停止に関する通知はまだ届いていない。
⇒赤ちゃんの布団、オムツ、ほ乳瓶等が全くない状態で赤ちゃんを迎え入れると、赤ちゃんの生命
の危険性があると判断。必要物品購入の経済的支援を検討することに。

【R4年5月12日　４月分の給与は約6万円。電気料金の停止勧告通知も届く】
・本人と電話。給与金額は月15日間しか出勤していないので家賃が引かれると約6万円。
・電気ガスの請求書は総額11,471円。
・本人「夫は給料だけでやっていくと言っているが、やっていけるか不安で仕方がない」

【R5年5月17日　滞納している電気料金の経済的支援を実施】
・自宅を訪問。ライフラインが停止すると赤ちゃんへの影響が大きい事を鑑み、電気ガス料金の経
済的支援を実施。
・今後は生活保護受給も視野に入れ、春日井市役所子ども政策課を中心に支援予定。

赤ちゃん用品（19,716円）　電気ガス（11,471円）　

春日井市役所子ども政策課

地域

春日井市

家族関連図

事例NO.1 ライフラインが停止する恐れが高い赤ちゃんがいる家庭

対象者

性別

年代

女性

30代

紹介経路

春日井市役所　子ども政策課
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性別 女性
名古屋仕事・暮らし自立サポートセンター

地域

年代 10代
名古屋市

事例NO.2 両親からの虐待から逃げたい精神障害のある女性

対象者 紹介経路 家族関連図

連携機関 名古屋仕事・暮らし自立サポートセンター、子ども・若者総合相談センター、区役所生活保護係

【R4年4月27日　名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターからの紹介】
・対象は19歳女性　精神手帳3級を所持。母親と同居。受診はしていないが精神障害が疑われる母
親から精神的なDVを受け精神的に疲弊。また、父親は離婚したにもかかわらず、頻回に自宅を訪
れ「お前はダメだ」「自殺できる場所を教えてやるよ」等の発言あり。両親から逃げるために本人
が市営住宅を申し込み当選。転居のための敷金（家賃3か月分56,000円）が不足。入居後は生活
保護受給が確定している。
・現在は、収入のある母親と同居しているので生活保護が不可。

社会資源
の活用

生活保護、市営住宅

経済的
援助

市営住宅入居の敷金（56,700円）

対応

【R4年5月9日　名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターにて本人と面談】
・既に本人は「生活保護係」や「子ども・若者総合相談センター」に相談している。市営住宅に転
居、転居先で生活保護を受給できることは確定しているが、敷金56,700円が不足している。
・何度も警察沙汰になるようなDV家庭で本人育つ。その為か本人、発達障害、アスペルガー症候
群、二次障がいのうつ病の診断。精神障害3級手帳所持。
⇒独り暮らしをすることで、DV解消の可能性が高い事から経済的支援を検討することに。

【R4年5月12日　子ども・若者総合相談センターと情報共有】
・お互いの情報を共有する。

【R4年6月1日　敷金の経済的支援の決裁完了】
・転居することで、本人の精神状態の安定が期待できると考え、経済的支援を行うことに。
・本人に連絡。入居の書類が完成次第、敷金の経済的援助を行うこととする。

【R4年6月14日　敷金の経済的援助を実施】
・本人と一緒に銀行に行き、敷金を入金する。

【R4年6月27日　生活保護申請に同行。保護受給開始となる】
・「子ども・若者総合相談センター」、当部署が協力し、引っ越しを行う。
・生活保護申請に同席。申請が受理される。

相談内容
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連携機関 春日井市役所生活保護課、春日井市役所子ども政策課

【R4年8月19日　春日井市　子ども政策課からの紹介】
・50代男性。未入籍の外国籍妻が2年前に他界。連れ子の外国籍年長男子、外国籍年中女子の３人
暮らし。子どもは出産後手続きをしていなかったので、在留資格がない。本人、コンビニでバイト
しているが、収入が安定しないため、８月中旬に生活保護申請。現在の手持ち金は700円。
・8/19に子どもが発熱。コロナの疑いあるため、病院受診。結果は未定。コロナ陽性ならば、バ
イトできなくなり、毎日コンビニからもらう弁当をもらえず、食事にも困る可能性あり
・現在、生活保護申請しているが、子どもが外国籍の為、保護費が一人分になるか三人分になるか
不明。
・滞納している携帯電話料金（約27,000円）の経済的支援を希望。理由は市役所との連絡手段の
確保、子どもがコロナになった場合の病院や保健所との連絡手段の確保。

社会資源
の活用

生活保護

経済的
援助

携帯電話料金（27,366円）

対応

【R4年8月22日　子どもがコロナ陽性である為、訪問ではなく電話で状況を確認】
・子ども二人はコロナ陽性。が、二人とも元気。本人は濃厚接触者扱い。
・９月の収入は８月が子ども、本人の体調不良等でほとんど勤務できなかったので、約１万円。
9/5に生活保護費受給予定。８月中に携帯電話料金の支払いがないと、停止予定。
⇒携帯電話が停止すると、保健所や市役所、保育園との連絡手段を失うことで、社会的に孤立し、
生活に著しい支障をきたす可能性が高いので、経済的支援を検討することに。

【R４年８月２９日　携帯電話料金の経済的支援を実施】
・自宅を訪問し、近くのコンビニにて携帯電話料金27,366円の経済的支援を実施。

【R４年9月6日　本人、関係機関とカンファレンス開催】
・子どもに在留資格はないが、春日井市としては特例で子どもを含めた３人で生活保護受給とな
る。それにより、子どもの医療費が医療扶助になり無料に。
・今後は、生活保護課と子育て政策課で支援をしていく予定。

【R4年9月8日　春日井市役所子ども政策課からお礼の電話】
・「経済的支援をしてもらったことで、本人の気持ちが軟化しケースがうまく展開した。ありがと
うございました」

相談内容

事例NO.3 外国籍の子ども二人を育てる日本人の養父

対象者 紹介経路 家族関連図

性別 男性
春日井市　子ども政策課

地域

年代 50代
春日井市
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連携機関 江南市生活困窮者自立相談支援

【R4年12月15日　江南市生活困窮者自立相談支援機関からの紹介】
・対象者は、２２才単身世帯の女性。８月にコロナにり患し、後遺症で当時の勤務先を退職。現在
はネットで探した1日8,000円日払いのバイトをしている。
・家賃（40,800円/月）を4か月滞納。退去勧告が届いている。本人が管理会社と相談し、
12/27（火）午前までに1か月分の家賃を支払えば退去勧告を取り下げると言われているが、所持
金が少なく支払うことができない。

社会資源
の活用

経済的
援助

家賃（40,800円）

対応

【R4年12月16日　困窮者自立相談支援員と共に本人と面談】
・R4年8月までは、契約社員として勤務。その後、コロナにり患。コロナの後遺症で咳が止まらな
くなる、我慢すると余計にむせる為、上司から出勤を控えてくれと言われ、退職。R４年９月から
日払い（１日８千円）のバイトをしている。業務は工場での仕分け。日替わりで勤務先が変わるの
で、車を手放すことはできない。
・手持ちの現金は5万円。今週に車のローン費用約3万円、携帯電話料金約13,000円、ガソリン代
の支払いがあるのでほとんど残らないと本人。12/27（火）午前まで日払いのバイトは順調にいけ
ば6日勤務可能。48,000円の収入になる。12/27（火）に家賃を振り込むと残りは7,200円。食
事等日々の支出もあるので、非常に苦しいと本人。
・こういったことがないように今後は日払いではなく社員雇用を目指したいと意欲を示される。
⇒居所を失うと職を失う可能性も高く、負の連鎖になる可能性が高いことから経済的支援を検討す
ることに。

【R4年12月27日　一緒に銀行に行き、家賃の経済的支援を実施】
・本人と共に一緒に銀行に行き、家賃1か月分（40,800円）の経済的支援を実施。
・サン・ビジョンでの介護職就労に関心を示されたので、一度施設を見学することに。

【R5年1月25日　江南市の施設を見学】
・江南市にあるサン・ビジョン施設を見学。

【R5年2月1日　他の企業に就職が決まった】
・本人から他企業で就職することになったと連絡。「助けてもらい本当に感謝しています」

相談内容

事例NO.4 日払いの仕事をしているが、家賃を4か月滞納した女性

対象者 紹介経路 家族関連図

性別 女性
江南市生活困窮者自立相談支援機関

地域

年代 20代
江南市
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性別 女性
春日井児童相談センター

地域

年代 20代
春日井市

事例NO.5 人工透析の為に収入が減少し困窮した家庭

対象者 紹介経路 家族関連図

連携機関 春日井児童相談センター

【R5年1月24日　春日井児童相談センターからの紹介】
・対象は28才本人、28歳夫、5歳と1歳子どもの4人世帯。夫は腎不全で人工透析治療中の為、短
時間しか勤務できない。母親は下の子どもが急に熱を出すと仕事を休まなくてはいけない等で収入
が低い状況。市役所にも相談したが、特に制度での支援はないと。車を父親が病院通院で使用する
ので、生活保護は考えられないと本人。

社会資源
の活用

重度心身障害者医療費助成制度

経済的
援助

ガソリン代（20,000円）

対応

【R5年1月30日　自宅を訪問。アセスメントを実施】
・夫はR４年９月に腎不全と診断。人工透析開始。中村区の病院に週３回（月、水、金曜日）通
院。仕事があるので、透析は通常より早く退社し、夕方から夜間にかけて透析治療している。R５
年３月に妻からの腎臓で移植手術予定。透析は春日井市内の病院に通うことも考えたが、腎臓移植
手術を中村区の病院で行う為、変更はしていない。
・下の１歳の子どもは喘息気味で頻回に熱を出し、保育園を休みがち。本人は夫、子どもの看病の
こともあり、仕事は休みがち。現在は月額約４万円の収入。
・夫婦ともに収入が減少しているので、生活費の収差はマイナス５万円。貯金はない。本人は市営
住宅に引っ越したいと考えているが引っ越し代が工面できないので実現できないと。
⇒自家用車で透析通院している。このままだとガソリン代が不足し、病院に通うことができず命の
危険性がある。ガソリン代の経済的支援を検討することに。

【R5年2月9日　ガソリン代の経済的支援を実施】
・自宅を訪問し、ガソリン代として2万円の経済的支援を行う。
・本人から「こちらも支援してもらえないか？」と電気代の請求書を出されるが、今回はガソリン
代の支援となるので、それはできないと伝える。

【R5年3月28日　食料支援を実施】
・本人から希望があったので、食料支援実施。

相談内容
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性別 女性
名古屋仕事・暮らし自立サポートセンター

地域

年代 50代
名古屋市

事例NO.6 うっ血性心不全の為、収入が低下し電気代を支払えない家庭

対象者 紹介経路 家族関連図

連携機関 名古屋仕事・暮らし自立サポートセンター

【R5年3月16日　名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターからの紹介】
・対象は、52才本人、59歳夫、30歳長男、25歳長女の4人世帯。夫は、うっ血性心不全により
入院。退院したが、医師より業務の制限等がかかり、収入が減額。本人は、事件に巻き込まれ
PTSDとなり、精神手帳2級を取得。現在、障害年金を申請中。長女も、精神手帳2級を取得。現
在、障害年金を申請中。長男は、愛護手帳（2度）を所有。自閉症もある。感覚過敏等あり。就労
継続支援事業B型に通所している。
・3/28までに滞納した電気代を払わないと停止予定。生活保護の可能性があるが、車が使用不可
となることで、保護申請は至っていない。車が使用不可となることで、長男の病院通院やB型通所
が難しくなることが要因。

社会資源
の活用

経済的
援助

電気料金（16,815円）

対応

【R5年3月22日　自宅を訪問。状況を確認。電気代の支払いを検討することに】
・夫の就労収入は入院前は約30万。退院後は仕事が減り約19万。息子は障害年金（月に約７万
円）受給中。本人、娘も障害年金手続き中。
・現在の負債は電気代を2か月滞納。3/28までに1月電気代16,815円を支払わないと停止。電気
がなく暗い空間にいると息子がパニックになり暴れる可能性が極めて高い。夫の給与が入る3/31
までの生活費と滞納電気料金が不足している。
⇒①自立サポートセンターの家計改善事業を利用し、支出を減らす②娘の障害年金は3か月以内に
支給される。本人の障害年金も受給が見込まれることから、今後の自立は見込めると判断し、電気
料金の経済的支援を検討することに。

【R5年3月28日　電気料金の経済的支援を実施】
・本人と一緒にコンビニに行き、電気料金滞納分（16,815円）の経済的支援を行う。

【R5年3月30日　名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターに今後のフォローを依頼】
・名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターに経済的支援実施の報告。問題が他にもある家庭なの
で、名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターが今後定期的なフォローを行うことを確認する。

相談内容
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
名古屋 11 11 11 24 28 16 45
春日井 1 0 3 0 5 9 14
江南 1 0 0 2 2 5 7
岐阜 0 0 0 4 1 12 6
その他 0 2 2 4 6 3 3
合計 13 13 16 34 42 45 75

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
10代 0 1 2 1 5 4 4
20代 3 4 1 9 12 16 30
30代 7 1 4 8 5 10 13
40代 2 3 5 6 7 6 17
50代 1 2 1 6 8 3 9
60代 0 0 3 3 4 3 1
70代 0 0 0 1 0 0 0
80代 0 0 0 0 0 0 0
不明 0 2 0 0 1 3 1
合計 13 13 16 34 42 45 75

体験型就労支援事業実績　　平成28年度～令和4年度

R4年度は、20代（30件）40代（17件）の合計が全体の半数を超える結果でした。２０代、
40代ともに前年度より件数は大きく増えています。原因は色々と考えられますが、新型コロナに
よる影響、就職氷河期世代の不安定な雇用等があると思われます。

1　【新規】相談件数の推移、居住地

2　【新規】相談者の年齢

　この事業は、就労に関して課題や不安を抱えておられる方に体験型の就労支援を行うことで、
その方自身の経済的な自立に資することをはじめ、社会参加や知己・技能の習得機会を提供、ま
た地域社会の活性化となることを目的としています。
　事業所・施設と協力し、職場体験や支援付きの就労を経て、就労定着までの継続支援をいたし
ます。

R4年度の特徴としては、名古屋の相談件数が大きく伸びた。従来の関係機関からだけではなく新
しい関係機関から依頼をいただいた事、ボランティア以上アルバイト未満の「お仕事チャレンジ
プロジェクト」の受け入れを開始した事等が要因として考えられます。
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
身体 1 1 1 2 0 3 4
知的 0 1 1 3 6 7 5
精神 0 1 4 8 11 8 16
発達 0 0 0 4 0 2 3
無 12 10 10 17 25 25 47
合計 13 13 16 34 42 45 75

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R3年度 R4年度
清掃 0 2 14 12 12 12 32

介護補助 3 5 7 9 4 4 11
介護職 4 8 8 5 5 5 11
運転手 0 1 2 0 0 0 2
事務職 2 0 0 1 3 3 11
その他 0 1 0 3 1 1 4
合計 9 17 31 30 25 25 71

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
見学のみ 1 2 2 5 10 6 14
体験のみ 4 3 6 9 9 14 15
就労（６か月未満） 2 1 1 3 2 2 2
就労（６か月以上） 5 3 8 11 11 7 13
ボランティアのみ 1 3 0 1 0 0 6
相談のみ 0 4 1 1 9 11 22
合計 13 16 18 30 41 40 72

3　【新規】相談者の障害属性

4　【新規】相談者の希望職種(見学のみ等の理由により新規相談者の数とは不一致）

５　【新規】相談者の定着状況（年度をまたぐ等の理由により新規相談者の数とは不一致）

・障害者の受け入れだけでなく、障害のない方の受け入れも行っています。働くことに悩みを感
じている方に対しては、それぞれに応じた配慮・支援を行っています。
・希望する職種は「清掃」「介護補助」[介護職」が中心です。
・見学・体験が、「社会に出る一歩」になればと思い、受け入れています。
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性別

年代

受け入れ
エリア

名古屋エリア 清掃職種・仕事内容

男性

50代

障害者・就業生活支援セ
ンター

事例NO.1 頑張りすぎず長く働くことができるように支援

対象者 紹介経路 家族関係図

就労開始時
の勤務時
間・日数

事例概要

就労支援担
当者の対応

支援経過

・体験同行
・定期面談
・医療機関受診同行

【R４.6.3　見学実施】
施設見学実施。
【R4. 6.13、6.21 体験実施】
職場体験を実施。元々、3日間の体験予定であったが、1日体調不良で休まれる。業務遂行に
関しては、精度は問題はなく、とても早いペースで作業を行う。2日目はその反動で体調不
良となってしまう。3日目は、ゆっくりのペースを心掛けてもらった。
【R4.7.1　採用面接実施】
採用面接実施。採用となる。
【R4.7.4　勤務開始】
就労開始。週2日3時間の勤務。
【R4.9.5　勤務日数を1日増やす】
体調不良で休む日が少なくなってきたため、週3日に勤務日数を増やす。
【R4.10.13　医療機関受診同行】
医療機関受診同行。本人に対する支援方法に関して助言を受ける。

目標

・長年、会社勤務をされていたが、「うつ病」を発症したことにより退職。
・「うつ病」により精神障害者保健福祉手帳2級を所有している。
・就労ブランクが5年ほどある。
・頑張りすぎてしまい、体調が悪くなってしまうことがある。

週2日　3時間/日 勤務時間を延ばす
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性別

年代

事例NO.2 就労をすることで自信がもてるように支援

対象者 紹介経路 家族関係図

事例概要

・10年ほど就労ブランクがある。
・過去に「うつ症状」があったことはあるが、心療内科等の病院受診歴はない。
・現在はそういった症状はなくなったため、1年前から若者サポートステーションに通所し
ている。

女性

若者サポートステーショ
ン

30代

受け入れ
エリア

名古屋エリア 職種・仕事内容 間接介護業務

就労開始時
の勤務時
間・日数

週3日　3時間/日 目標 就労継続

就労支援担
当者の対応

・体験同行
・定期面談

支援経過

【R4.10.14　施設見学】
施設見学実施。
【R４.10.26　職場体験実施】
職場体験実施。最初は緊張する様子も、慣れてくると指導担当の職員とも談笑する様子あ
り。
【R4.11.28　採用面接実施】
採用面接の希望があり、採用面接実施。採用となる。
【R4.12.1　就労開始】
勤務開始。週3日、一日3時間の勤務。
【R5.2.17　面談実施】
定期面談実施。特に問題なく勤務ができていると本人から話がある。現在の勤務時間・勤務
日数で継続して働きたいという要望がある。
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性別

年代

事例NO.3 畑仕事をすることで社会参加できるよう支援

対象者 紹介経路 家族関係図

事例概要

・高校中退。
・若者サポートステーションに通い、就職に向けてセミナー等を受講。
・内職市場で、段ボールの組み立て作業等をされている。

男性

若者サポートステーショ
ン

20代

受け入れ
エリア

春日井・多治見エリア 職種・仕事内容 農作業

就労開始時
の勤務時
間・日数

週1日　2時間/日 目標 就労継続

就労支援担
当者の対応

・体験同行

支援経過

【R4.11.30　施設見学】
施設見学実施。その場で、体験の希望がある。
【R4.12.5 12.7　体験実施】
体験実施。畑仕事を順調に行う。草引きを行い、耕運機で畑を耕す。本人から採用面接の希
望の申し出がある。
【R4.12.16　採用面接実施】
採用面接実施。採用となる。
【R5.1.1　就労開始】
勤務開始。週1日、一日2時間から勤務開始となる。
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性別

年代

事例NO.4 障害があるので短時間労働できるよう支援

対象者 紹介経路 家族関係図

事例概要

・片足欠損で義足を使用されている。身体障害者手帳1級を所有。
・しゃがむことはできないが、日常的な歩行は可能。自転車に乗ることもできる。
・生活保護を受給中。
・過去に、飲食業の経験がある。

男性

超短時間ワーク応援セン
ター

60代

受け入れ
エリア

江南・岐阜エリア 職種・仕事内容
間接介護業務

（食器洗い、洗濯物畳み）

就労開始時
の勤務時
間・日数

週3日　２時間/日 目標 就労継続

就労支援担
当者の対応

・体験同行

支援経過

【R4.12.20　見学を実施】
施設見学を実施。フロアでの食器洗いの業務を見学する。
【R5.1.16～1.18　体験実施】
食器洗いと洗濯物畳みの業務を体験する。
【R5.2.27　採用面接実施】
採用面接実施。採用となる。
【R5.3.17　就労開始】
勤務開始。週3日、一日2時間から勤務開始となる。
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性別

年代

事例NO.5

対象者 紹介経路 家族関係図

事例概要

・大学卒業後、パワハラを受け退職。それ以降、自信が持てず、就労が安定しない。
・心療内科等の受診歴はなく、障害者手帳は所持していない。
・常に誠実でありたいと思って行動をしている。
・人の怒鳴り声や大声が聞こえると萎縮してしまう。

男性

子ども・若者総合相談セ
ンター

30代

受け入れ
エリア

名古屋エリア 職種・仕事内容 間接介護業務

就労開始時
の勤務時
間・日数

週５日　４時間/日 目標 介護職へのキャリア変更

就労支援担
当者の対応

・「お仕事チャレンジ」同行
・体験同行
・定期面談

支援経過

【R4.11.25、11.28　お仕事チャレンジ実施】
ボランティア以上アルバイト未満「お仕事チャレンジ」体験として窓ふきを実施。
【R４.12.2、12.8　追加で２日間お仕事チャレンジ実施】
本人から「楽しかった。もう少し頑張りたい」と２日間追加を希望され、実施。
【R4. 12.8　振り返り】
窓ふきを通して介護職へ関心を示す。「自信がないので介護職ではなく間接介護業務の就労
を考えたい」と本人。
【R4.12.28　間接介護業務の体験実施】
ベッドメイキング、居室清掃等の業務を体験する。本人から「やりやすかった。職員も良い
人ばかりだった」と採用面接を希望される。
【R5.1.12　採用面接実施】
採用面接実施。採用となる。
【R5.2.1　就労開始】
勤務開始。週5日、一日4時間から勤務開始となる。「将来は介護職を目指したい」と本人。
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性別

年代

事例NO.6

対象者 紹介経路 家族関係図

事例概要

・高校卒業後、梱包のバイト経験３年間あり。
・心療内科等の受診歴はなく、障害者手帳は所持していない。
・若者サポートステーションに通い、就職に向けてサポートを受けている。
・コミュニケーションがやや苦手。
・梱包のバイト経験があるので、指示があれば作業は問題なくできる。

女性

若者サポートステーショ
ン

20代

受け入れ
エリア

名古屋エリア 職種・仕事内容 清掃業務

就労開始時
の勤務時
間・日数

週３日　３時間/日 目標 勤務時間を延ばす

就労支援担
当者の対応

・体験同行
・定期面談

支援経過

【R4.12.28　施設見学】
施設見学実施。
【R5.1.23、1.24　職場体験実施】
職場体験実施。声は小さいながらも指示に対しては返事をし、洗濯・掃除・消毒等の業務の
体験をする。
【R5.2.17　採用面接実施】
採用面接の希望があり、採用面接実施。採用となる。
【R5.3.5.1　就労開始】
勤務開始。週3日、一日3時間の勤務。
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6/8（水）

10/12（水）
11/9（水）
12/21（水）
1/11（火）
2/8（水）

・新型コロナの為、幾つか開催方法を変更しながら実施しています。

から揚げ

ハンバーグ、焼きそば
三色丼
回鍋肉

・参加人数は、概ね60～70名程度です。地域に定着してきたと感じています。

63
60
60
58

38

・運営にあたっては、通常開催の際は平均7名のボランティアさんが参加してくれています。
本当に助かっています。

68
68
70
62
65
64

21
17

23

餃子、ちらし寿司
カレーライス
ハヤシライス

4
0
2
2

シチュー、フライドチキン

クリームコロッケ

18
10
21
19

キーマカレー
餃子、から揚げ
ステーキ

3
1 60

21

19
17
18
19

3
3
2

21
22

21
14

22
26
28
24

3/8（水）

20
15
20
16
20
11
21
25

8/10（水）

13
15
23

９/14（水）

22
27
24
16

主なメニュー合計

4/13（水）
5/11（水）

7/13（水）

3
5
1

18

・参加者が増えた原因は、①フードパントリーの為気軽に参加しやすい②参加者のお母さん
たちのクチコミ等が考えられます。

・具体的には①フードパントリー（食料配布）のみ（4月、5月、8月、9月）②食堂内での
飲食かテイクアウトを参加者が選ぶことができる（その他の月）としました。開催方法につ
いては、その時の新型コロナのまん延状況を鑑み判断しました。

・フードパントリーは、ボランティアさんと職員で一緒につくった弁当やいただいたお惣
菜、お菓子等を配っています。
・食材は、当法人で用意するものもありますが、ありがたいことに様々な関係機関からいた
だいています。寄付等も活用しています。

子ども食堂実績　令和4年度

　当法人の子ども食堂は、孤食の防止、閉じこもり・地域での孤立の解消を目的に平成３０
年７月から開始しております。対象は原則幼児～中学生としています。令和4年度は新型コロ
ナ禍のの状況を鑑みて、「食堂内の飲食」「お持ち帰り」「フードパントリー」を使い分け
て実施しています。

未就学
小学低学年
（１～３年生）

小学高学年
（４～６年生）

中学生

0

10

20

30

40

50

60

70

80

子ども食堂参加者数

19



ボランティアさんが真心こめて
ごはんをつくってくれます。

性別 女性

年代 20代

分かりにくいですが、ハートの
形をしたステーキ肉をいただい
た際につくったお弁当です。

フードパントリーの受付準備を
している様子です。

　ボランティアさんと子どもで
   カードゲームをしています。
   みんな夢中です。

たくさんの方が楽しみに待って
くれています。

　若者サポートステーションに通い、子ども食堂にボランティアとして参加。
子ども食堂にて、フードパントリーの受付、子ども達とオセロや人生ゲームな
どのゲームで一緒に遊ぶなどの手伝いをする。子ども達との交流や、フードパ
ントリーの際に保護者の方と話をすることで自信をつける。その結果、希望し
ていた子どもと接する仕事である放課後デイサービスでの就労が決定する。子
ども食堂でのボランティアで自信がついたと話す。今後も仕事の休みと子ども
食堂の開催日が重なった場合には、引き続きボランティアとして参加して頂け
るとのこと。

対象者

性別

事例1　ボランティア～法人間接介護職員

男性

事例2　ボランティア～放課後デイサービス職員

対象者

子ども食堂は、子どもたちだけではなくボランティアさんの居場所でもあります。ここでは、子ども食堂のボ
ランティアを通して自信を付けた2名の事例を紹介します。子ども食堂の写真も載せておきます。

年代 20代

　若者サポートステーションに通い、子ども食堂にボランティアとして参加。
高校中退で、就労の経験がない。子ども食堂で、ご寄付のあった惣菜、お菓
子、ジュースや弁当の袋詰めを行う。また、子ども達と黒ひげ危機一髪などの
ゲームで一緒に遊ぶなどの手伝いをする。その中で、当法人の間接業務（清掃
やベットメーキング）の短時間勤務の求人を見つけ、当法人での就労に前向き
になる。施設の見学と2日間の体験を行い採用となる。勤務開始当初は、認知症
の利用者様に対する対応に困る様子あり。当部署にて、認知症の勉強会を実施
する。勉強会を実施したことで、不安が軽減された。現在も就労継続中であ
る。

子どもたちからボランティアさ
んへお礼の手紙を書きました。
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1.社会貢献事業推進委員会 

 事業の推進にあたり、各施設から選任された社会貢献事業推進員等が参加し、事業全般に

関する協議・意見交換を行った。新型コロナまん延防止、職員の業務効率を上げる観点から

R4年度は全てオンラインでの開催とした。 

開催日 主な議題内容 

 

R4.5.25 

R4.8.31 

R5.2.22 

  

  

子ども食堂について 

生活困窮者相談支援事業について 

就労支援事業について 

社会貢献事業事例集について 

新たな社会貢献事業の開発に関して 

事業計画について 

 

2.コミュニティーソーシャルワーカーに対する研修 

事業を担当するコミュニティーソーシャルワーカーのスキルアップを図るため、下記の

研修を実施した。 

  

3.研修等 

 社会貢献事業推進室職員のスキルアップを図るため、以下の研修会・セミナーに参加した。 

事業報告

開催日 講義内容 講師 

 
障害に関する基礎

知識と対応方法 

 

R4.12.9 愛知県障害者職業センター 山田萌子様 
  

開催日 内容 主催者 

R4.6.14 就労支援機関から見た合理的配慮 名古屋市障害者雇用支援センター 

R4.710 法人設立報告及び事業報告総会 愛知子ども応援プロジェクト 

R4.7.11 東区子ども食堂連絡会 名古屋市東区社会福祉協議会 

R4.7.11 岐阜市超短時間雇用創出事業シンポジウム 岐阜市超短時間ワーク応援センター 

R４.11.29 障害者雇用促進セミナー 小牧市、ハローワーク春日井 

R４.12.13 若者の生きづらさの背景にあるもの 草の根ささえあいプロジェクト 

R４.12.26 子ども・若者支援地域協議会 交流会 名古屋市子ども・若者総合相談センター 

R5.2.2 介護の現場で地域包括ケアの構築を目指す CareTEX名古屋 

R5.2.16 企業における障害者支援担当者交流会 尾張北部障害者就業・生活支援センター 

R５.3.10 子ども食堂フォーラム 名古屋市社会福祉協議会 
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4.就職フェア 

 就労支援事業の一環で、就職に何らかのハンデのある方々が参加する就職フェアに参加

し、就職への足掛かりを支援している。 

 

5.寄付の受け入れ 

 子ども食堂、困窮者支援をする中で、関係団体・地域の方々等からたくさんの寄付・助成

をいただいた。 

No. 寄付者（順不同） 寄付内容 

1 名古屋市子ども未来企画室 レトルト食品等 

2 ポケモン子ども食堂応援事務局 自由帳、鉛筆、ポケモンカレー等 

3 あいち子ども食堂ネットワーク 8万円、お米、から揚げ等 

4 愛知子ども応援プロジェクト お惣菜、お米、マクドナルド商品券等 

5 ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業 豚の角煮、お菓子等 

6 全国子ども食堂支援センター むすびえ ランドセル 

7 愛知県社会福祉協議会 地域公益取組事業助成 10万円 

8 地域住民の方々 寄付金、お野菜、お菓子等 

9 坂角総本舗 おせんべい 

 

6.社会貢献事業の推進 

①関係機関からの依頼を受け、社会貢献事業推進室職員の専門性を活かした講義等を行っ

た。 

開催日 内容 依頼元 

R4.11.11 精神障害コース「企業へのアプローチ」 愛知県障害者職業センター 

R5.1.27 SDGｓ探求学習（貧困、健康と福祉） 名古屋市立矢田中学校 

 

②事業を関係機関に周知するために年 4回「社会貢献事業推進委員会だより」を作成した。 

次ページ以降に R4年度分を掲載する。良かったら、ご覧ください。 

開催日 名称 主催者 

R5.2.1 企業チャレンジ見学会 社会福祉法人 舟伏 



2022年6月

～子ども食堂～ 連絡先

　障害者就業・生活支援センターからの紹介。精神障害者手帳２級
を所持する５０代女性。
　A型事業所に５年程勤務勤務。医師や障害者就業・生活支援セン
ターからの勧めもあり、当法人への見学・体験を実施。
　清掃業務の見学・体験を実施。清掃業務が初めて、緊張等があ
り、本人に「あせらずゆっくりでいいですよ」と随時声掛けを行っ
たが、体験の４時間が終わると汗だくの状態。
　体験最終日の振り返りの際に、本人から「週30時間勤務した
い」と希望あるが無理は良くないと判断し、「まずは週20時間か
ら始めましょう」と本人に提案し了承。
　現在は週20時間で一つの業務が終わったら必ずお茶を飲み休憩
することを約束いただき、笑顔で勤務できている。

～赤ちゃんが生まれたが経済的に困窮～

「春日井市子ども政策課」からの紹介。
　R４年４月に出産した夫婦。４月下旬の時点で光
熱水費を滞納。また、所持金は１万円程度。総合支
援資金や緊急小口支援金は既に使い切っている。５
月中旬に給与（約１５万円）が振り込まれるが、そ
れまでの生活費が不足している。特に５月初旬に赤
ちゃんが退院するが、その為に用品が全くない状態
であった。
　経済的支援の妥当性を検討した結果、金銭的な不
安を抱えたまま赤ちゃんを自宅に戻すことは赤ちゃ
んのためにならないと判断。４月下旬に母親と一緒
にベビー用品（布団、オムツ、粉ミルク等）を購
入。子ども政策課と随時情報共有をしながら支援を
行うことができた。
　

写真はイメージです。

社会福祉法人サン・ビジョン

社会貢献事業推進委員会だより 第23号

事例報告～生活困窮者相談支援事業 ～

事例報告～就労支援事業～

ホームページもあります。
ご覧ください。

社会福祉法人　サン・ビジョン
社会貢献事業推進室（横井・瀬木）
TEL　052-856-3311

　R4年6月の時点で「食堂内での飲食」も
しくは「テイクアウト」を子どもたちが選
ぶ形で開催しています。
　5月に「食堂の中で食事をしたい」と声
が多くあがったので、6月から食堂内で飲
食を再開したのですが、周知が十分できて
いなかった為か、テイクアウト中心でした
ので少し寂しかったです。
　学習支援や食堂内での交流を徐々に再開
できればと願う日々です。

ボランティアさんの協力
あってです！

写真はイメージです。

サン・ビジョン 社会貢献 検索

退院後の赤ちゃんに会いましたが、
とてもかわいかったです。
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2022年10月

～子ども食堂～ 連絡先

　名古屋仕事・暮らし自立サポートセンターからの紹介。５０代男
性。障害者手帳は所持していないが、視野狭窄がある。小さな物を
見落とすことがしばしばある。希望する業務は介護補助もしくは清
掃業務。
　見学後、本人の特性を受け入れ先の施設と共有。視野狭窄を考慮
し、介護補助ではなく清掃業務を体験してもらう。ごみを見落とす
可能性があるので、掃除する場所を細かく指示する。
　体験終了後、掃除道具の位置が分かりにくいと本人から話があっ
たので、掃除道具の置き場所を固定した。現在、１日４時間　週３
日の勤務を元気にこなしている。

～DVを受け、別離を希望した２０才女性～

「名古屋仕事・暮らし自立サポートセンター」から
の紹介。
　対象は20才女性　精神手帳３級を所持。父親と同
居。受診はしていないが精神障害が疑われる父親か
ら精神的なDVを受け精神的に疲弊。別離をするた
めに市営住宅を申し込み当選。転居のための敷金
（家賃3か月分56,000円）が不足。入居後は生活
保護受給予定。現在は、父親と同居しているので生
活保護が不可。福祉資金での貸付も父親と同居して
いる為も不可。
　生活保護に一緒に相談に行き、生活保護受給でき
る事を確認し、市営住宅の敷金を経済的援助する。
無事に引っ越し、生活保護を受けながら求職活動し
自立を目指している。
　

写真はイメージです。

社会福祉法人サン・ビジョン

社会貢献事業推進委員会だより 第24号

事例報告～生活困窮者相談支援事業 ～

事例報告～就労支援事業～

ホームページもあります。
ご覧ください。

社会福祉法人　サン・ビジョン
社会貢献事業推進室（横井・瀬木）
TEL　052-856-3311

　R4年10月の子ども食堂は、食堂内の飲
食かテイクアウトを子どもたちが選べる形
で開催しました。
　みんな、テイクアウトに慣れてしまった
のか食堂内での飲食をされる子どもの数は
やや寂しかったですが再開でき、本当に嬉
しかったです。
　コロナがこのまま落ち着いていれば、１
２月にクリスマス会を予定しています。ぜ
ひ、起こしください。

最近は毎回６０食作って
います。

写真はイメージです。

サン・ビジョン 社会貢献 検索

引っ越し後にお会いした時、とて
も安堵した表情が印象的でした。
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2023年1月

～子ども食堂～ 連絡先

　名古屋市若者・企業リンクサポートからの紹介。
対象は30代男性。過去に職場でパワハラを受け自信を喪失。なか
なか就職に向けて一歩が進まない状態でした。
　リンクサポートからの提案を受け、「ボランティア以上アルバイ
ト未満」の＜お仕事チャレンジプロジェクト＞として受け入れを初
めて行いました。
　具体的な業務は窓ふきを3時間。報酬は約2千円。リンクサポー
トの職員に同行いただき、作業も手早く体験２日間が終了。
　その後、窓ふきからで留まらず介護補助業務も体験。介護補助と
して勤務を検討中です。

～生活保護申請、就職予定の23才男性～

「民間の困窮者支援機関」からの紹介。
　対象は23才女性　精神手帳３級を所持。R４年５
月に人間関係を理由に退職。それをきっかけに困窮
し、光熱費を滞納。R４年８月から電気が停止。携
帯電話も停止。
　本人と面談。その際の所持金はほぼ０円。生活保
護に該当する可能性があることを本人に説明。本人
「生活保護は考えてなかった」。この時は１２月で
お湯がでない生活を危惧し、滞納している電気料金
（約２万円）を経済的支援。併せて生活保護申請に
同席する。
　生活保護申請は受理。就労に対する意欲も高いの
で、サンビジョン法人の介護補助業務を見学・体
験。就労予定である。
　

写真はイメージです。

社会福祉法人サン・ビジョン

社会貢献事業推進委員会だより 第25号

事例報告～生活困窮者相談支援事業 ～

事例報告～就労支援事業～

ホームページもあります。
ご覧ください。

社会福祉法人　サン・ビジョン
社会貢献事業推進室（横井・瀬木）
TEL　052-856-3311

　R4年12月の子ども食堂は、クリスマス
会を行いました。テイクアウトか食堂内の
飲食を選ぶ形で実施。食堂内には３０名の
子ども達が来てくれました。
　食堂内に来てくれた子ども達はビンゴに
参加し、用意した景品を当てていました。
久しぶりのイベントだったので、子どもも
スタッフもみんな笑顔でした。
　

クリスマス会を行いまし
た。

写真はイメージです。

サン・ビジョン 社会貢献 検索

就労にもつなげ、自立が期待され
ます。
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ホームページもあります。
ご覧ください。

社会福祉法人　サン・ビジョン
社会貢献事業推進室（横井・瀬木）
TEL　052-856-3311

　コロナの特例貸付が終了した影響か依頼
件数が増えています。状況に応じて経済的
援助をしていますが、併せて食料支援の要
望も少なくありません。
　「愛知子ども応援プロジェクト」はじめ
様々な機関からいただいた食料を活用し、
困窮者宅に届けています。
　「これって相談してもいいかなぁ」でも
構いません。お気軽にご相談ください。
　

食糧を支援している様子
です。

2023年3月

～生活困窮者相談支援事業～ 連絡先

　名古屋市若者・企業リンクサポートからの紹介。
対象は20代男性。大学卒業後、アルバイトの経験はあるが会社員
として勤務したことはない。
　リンクサポートからの提案を受け、「ボランティア以上アルバイ
ト未満」の【お仕事チャレンジプロジェクト】として受け入れを行
いました。
　具体的な作業は車いす洗浄。時間は２時間で報酬は約1,500
円。リンクサポートの職員、社会貢献事業推進室職員が同席するな
か、真面目に作業いただき6台の車いすをきれいにしていただきま
した。
　その後は「窓ふきチャレンジ」も行う予定です。

　子ども食堂では、様々な方にボランティアとして
手伝って頂いています。最近では、【なごや若者サ
ポートステーション】の利用者さんが毎月来てくれ
ています。手伝って頂いている内容は、フードパン
トリーとして配るお弁当や惣菜の袋詰め作業、段
ボールを崩して片付ける作業、子ども達と一緒に人
生ゲームや黒ひげ危機一髪などのゲームをするなど
です。とても助かっていますし、若者サポートス
テーションの皆さんがいてくれることで、和やかな
雰囲気にも繋がっていると感じます。子ども食堂で
は、老若男女問わず様々な方が気軽な感じでふれあ
うことができればと感じています。「ボランティア
だから頑張らないといけない」ではなく、気軽な気
持ちで遊びに来て頂けるような子ども食堂にしたい
と考えています。

「大変助かりました」と施設。

社会福祉法人サン・ビジョン

社会貢献事業推進委員会だより 第26号

事例報告 ～子ども食堂～

事例報告～就労支援事業～

サン・ビジョン 社会貢献 検索

就労にもつなげ、自立が期待され
ます。
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社会福祉法人サン・ビジョン 

社会貢献事業推進委員会 

〒461-0004 名古屋市東区葵 3-25-23 

TEL：052-856-3311 FAX：052-856-3355 

令和 5年（2023年）8月発行 

 


